
 

 

別表２ 別記１ア（イ）又は別記２ア（イ）に該当する事業所・施設等 

 

※１ 事業所・施設等について、補助の申請時点で指定等を受けているものであり、休業中のものを含む。また、 
・各介護予防サービスを含むが、介護サービスと介護予防サービスの両方の指定を受けている場合は、介護サービスの種
別により補助する。 

・介護予防・日常生活支援総合事業（指定サービス・介護予防ケアマネジメント）を実施する事業所は、通所型は通所介護
事業所（通常規模型）と、訪問型は訪問介護事業所と、介護予防ケアマネジメントは居宅介護支援事業所と同じとする
が、介護サービスと総合事業の両方の指定を受けている場合は、介護サービスの種別により補助する。 

・通所介護及び通所リハビリテーションの事業所規模は、介護報酬上の規模区分であり、補助の申請時点で判断すること。 

  

基準単価
（千円）

単位 補助額

1 通常規模型 537 事業所

2 大規模型（Ⅰ） 684 事業所

3 大規模型（Ⅱ） 889 事業所

4 231 事業所

5 226 事業所

6 通常規模型 564 事業所

7 大規模型（Ⅰ） 710 事業所

8 大規模型（Ⅱ） 1,133 事業所

対象事業所・施設等（※１）

通所介護事業所

以下に定める額を基本に予算の範囲内で補
助する。

・令和５年１０月１日以降に支給された「割増
賃金・手当」のうち、新型コロナウイルス感染
症への対応に係る業務手当については、職
員一人につき、日額による支給の場合には１
日あたり４千円を補助上限とし、１月あたり２
万円を限度額とする。また、月額又は時給に
よる支給の場合には１月あたり２万円を補助
上限の限度額とする。

・事業所・施設等ごとに、基準単価と対象経
費の実支出額とを比較して少ない方の額を補
助額とする。

地域密着型通所介護事業所（療養通所介護事業所を含む）

認知症対応型通所介護事業所

通所リハビリテーション事業所


